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（別表１）

(R03,4,1改訂)

（単位 ： 円） 

ＲＣ造 一次 ＲＣ造 二次 ＲＣ造 三次 Ｓ造 診断

500㎡以下 97,900 147,400 171,600 171,600 171,600 245,300

500㎡を超え
1,000㎡以下

138,600 207,900 243,100 243,100 243,100 347,600

1,000㎡を超え
2,000㎡以下

195,800 294,800 344,300 344,300 344,300 491,700

2,000㎡を超え
3,000㎡以下

240,900 360,800 421,300 421,300 421,300 601,700

3,000㎡を超え
4,000㎡以下

277,200 416,900 486,200 486,200 486,200 695,200

4,000㎡を超え
5,000㎡以下

310,200 466,400 543,400 543,400 543,400 777,700

5,000㎡を超えるもの

（右の式による。）

※１　総合判定には、耐震診断判定及び補強計画判定を含む

※２　補強計画判定には、耐震診断判定は含まない。

※3　5,000㎡を超えるものは、(   )内の計算結果から小数点以下を切り捨てて算出する。
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(R03,4,1改訂)

（１）

（２）

（３）

（４）

一般財団法人群馬県建築構造技術センター耐震診断等判定手数料規則別表

判 定 手 数 料 （第２条第１項）

延べ床面積（㎡）
耐震診断

補強設計 総合判定

備考

備　　考

(4√Ａ)×
1,100

(6√Ａ)×
1,100

(7√Ａ)×
1,100

(7√Ａ)×
1,100

(7√Ａ)×
1,100

(10√Ａ)×
1,100

Ａは延べ
床面積

受付審査委員会終了後に次回以降の判定委員会
で再審査することとなった場合

別表１の判定手数料の額の５０％に相当する額

判定部会終了後に次回以降の判定委員会で再審
査することとなった場合

別表１の判定手数料の額の７５％に相当する額

判 定 手 数 料 加 算 額 （第２条第２項）

第２項の各号 再審査等 手数料の加算額

別表１の判定手数料の額の２５％に相当する額
判定依頼を受け付けてから受付審査委員会の当
日までの間に次回以降の判定委員会で審査するこ
ととなった場合

判定委員会で保留となり次回以降の判定部会から
再審査することとなった場合

別表１の判定手数料の額の５０％に相当する額

※加算額の計算は、百円未満を切り捨てて算出する。

　



（別表３）

(H21,8,21改定)

※特別委員会は案件ごとに条件が異なるため、案件ごとに算出して請求させていただきます。

（別表４）

(R03,4,1改訂)

（１）

（２）

（３）

判 定 手 数 料 加 算 額 （第２条第３項）

第３項 特別委員会 手数料の加算額 備考

特別委員会で審査することとなった場合
特別委員会の開催状況に応じて別途算定した額
と第１項の判定手数料の額との差額を当該判定
手数料に加算する

手 数 料 返 還 額 （第４条第２項）

第２項の各号 取下げの時期 返還額 備考

※返還額の計算は、百円未満を切り捨てて算出する。

　

判定依頼を受け付けてから受付審査委員会の当
日までの間に判定依頼取り下げ届けが提出された
場合

別表１の判定手数料の額の７５％に相当する額

受付審査委員会終了後に判定依頼取下げ届が提
出された場合

別表１の判定手数料の額の５０％に相当する額

判定部会終了後に判定依頼取下げ届が提出され
た場合

別表１の判定手数料の額の２５％に相当する額


